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令和５年度「女性の健康週間」に対する協力依頼について 

 

 今般、厚生労働省健健康・生活衛生局長より、令和５年度「女性の健康週間」の

実施について、周知、協力方依頼がありました。 

 本事業は、女性の健康に関する知識の向上と、女性を取り巻く健康課題に対する

社会的関心の喚起を図るため、毎年３月１日から８日までを「女性の健康週間」と

定め、別添「女性の健康週間実施要綱」に基づき、国及び地方公共団体、関係団体

等社会全体が一体となって、各種の啓発事業及び行事等を実施するものです。 

今年度は「骨活のすすめ」と「自分のからだと向き合う、適正体重の大切さ」を

女性の健康週間のテーマとし、各種取組は厚生労働省内の特設ホームページ等にお

いて掲載されます。 

 つきましては、貴会におかれましても本件についてご了知いただき、郡市区医師

会等ヘの周知、協力方よろしくご高配のほどお願い申し上げます 
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令和６年１月 ３１日

公益社団法人日本医師会

　

会長

　

殿

厚生労働省健康・生活衛生局長
（公 印 省 略）

令和５年度 「女性の健康週間」 に対する協力依頼について

　

標記について、別添（「「女性の健康週間の実施について」の全部改正につい

て」 （平成２６年１月３１日付け健発０１３１第４５号厚生労働省健康局長通知））
により、 毎年３月１日から８日までを「女性の健康週間」と定め、女性の健康に

関する知識の向上と、 女性を取り巻く健康課題に対する社会的関心の喚起を図
るための国民運動を展開しています。 今年度は、 「骨活のすすめ」 と「自分のか

らだと向き合う、 適正体重の大切さ」 を女性の健康週間のテーマとしました。

　

ついては、貴会においても、その趣旨を御理解の上、御協力のほどよろしくお

願いします。取組の際には、女性の健康を支援するための情報提供ホームページ
「女性の健康推進室

　

ヘルスケアラボ」 （注，）や今後掲載を予定しているスマー

ト・ライフ・プロジェクト内の女性の健康週間に関する特設ホームページ（注２）
について、 関係団体等へ周知し活用を促していただくよう、 お願いします。

　

また、本週間における各都道府県、管内市町村及び関係団体が実施（予定を含

む）する女性の健康に関する啓発事業、行事等の取組状況を当省にて集約し、当
省ホームページ、ＳＮＳ等（注３．４）において広報を行うことと しま したので、 関係 団

体への周知について、 御協力をお願いします。
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注４ ：
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（担当）

厚生労働省 健康・生活衛生局 健康課

加藤・前田

ＴＥＬ：０３－５２５３‐１１１１（代表） （内２３４６・２３９６）



健発０１３１第４５号

平成２６年１月 ３１日

各偲馨；１〕殿

（〕 厚生労働省健康局長

（ 公 印 省

　

略）

「女性の健康週間の実施について」 の全部改正について

　

「女性の健康週間」 は、 平成２０年に 「新健康フロンティア戦略」 を根拠として創

設され、 毎年３月１日から３月８日までを 「女性の健康週間」 として、 女性の健康づく

りを国民運動として展開してきましたが、平成２５年度から平成３４年度までの国民健

康づくり運動 （健康日本２１ （第二次））を今年度から開始したことに合わせ、別

添 「女性の健康週間実施要綱」 に改正しますので、 引き続き本週間への御協力を賜

　　　　　　

，

　　　　　　　　　

．
りますようお願い申し上げます。

　

また、 各都道府県におかれましては、 管内市町村及び関係団体に対する周知につ

いても、 併せてお願い申し上げます。

　

なお、 平成２０年１月２８日健発第０１２８００２号厚生労働省健康局長通知は、 平成２６年

工月３１日をもって廃止 します。



女性の健康週間実施要綱

１， 名

　

称

　

女性の健康週間

２． 趣 旨

　

健康日本２１ （第二次） では、 健康寿命と平均寿命の差である 「日常生活に制限

のある期間」 は、 女性の方が長いこと、 また、 妊娠中の喫煙は、 妊婦自身の能動喫

煙による健康被害と共に、胎児に対する「受動喫煙」による健康被害が明らかにさ

れていること、 さらに、 子宮頭がんや乳がんの予防や早期発見が重要であることな

　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

ど、 女性には特有の健康問題が存在し、 その対策が必要とされている。

　

これらを踏まえ、 厚生労働省では、 女性の健康に関する知識の向上と、 女性を取

り巻く健康課題に対する社会的関心の喚起を図り、 「女性の健康週間」を通じて女

性の健康づ、くりを国民運動とし、 国及び地方公共団体、 関係団体等社会全体が一体

となって、 各種の啓発事業及び行事等を展開することで、 女性が生涯を通じて健康

で明るく、 充実した日々を自立して過ごすことを総合的に支援する。

３． 期 間

　

毎年３月１日から８日まで

　

ただし、 地域の実情による期間延長等の変更は差し支えない。

　

なお、３月８日は、１９７７年の国連総会において、 女性の権利と世界平和を目指す「国

際女性デー」 と決議され、 世界各国で記念行事や催しが開催されています。

４． 主 唱

　

厚生労働省、 （公社）日本産婦人科医会、 （公社）日本産科婦人科学会

５． 協 力

　

（１） 関係府省等

　　

内閣府、 地方公共団体


